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〇 推定生息数の推移

推定項目 中央値(90%信用区間)
自然増加率 31.4% (3.0-66.3%)
生息個体数 47,103頭(16,518-284,159頭)
増加個体数 12,053頭(3,365-48,122頭)
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基準捕獲率v40＿有害cpue   2002-2014 個体数変動の推定
生息個体数

年 5%点 25%点 50%点 75%点 95%点
2002 13,022 22,142 32,324 55,070 178,726
2003 14,653 23,616 34,353 57,871 183,500
2004 12,906 21,462 32,682 56,647 182,756
2005 14,028 22,875 34,855 60,329 190,090
2006 15,941 25,123 37,841 64,977 195,335
2007 18,804 28,371 41,868 70,695 206,522
2008 19,438 29,264 43,238 73,315 213,577
2009 22,068 32,132 46,478 77,726 226,654
2010 17,926 27,603 42,274 75,097 221,495
2011 19,652 29,840 45,322 80,744 230,477
2012 21,179 31,429 48,007 85,871 244,031
2013 19,117 29,100 46,988 88,682 262,122
2014 16,518 27,044 47,103 94,479 284,159

〇２０１５年の推定生息数

県内の野生いのしし生息状況



令和2年10月15日付け動物衛生課家畜防疫対策室長事務連絡

令和３年度の検査目標頭 ： 299頭以上

県内全域で偏りなく、効率よく採材するため、
捕獲野生いのししの検体採材及び搬入作業等について、猟友会等の協力が必要

背景

「野生いのしし群における豚熱及びアフリカ豚熱浸潤状況
確認のためのサーベイランス強化における検査目標頭数の
設定について」

県猟友会と県（家畜衛生部局・鳥獣対策部局）で協議

死亡イノシシ検査頭数

R元年－７頭

R２年－５頭

H30年－５頭

腐敗により
検査不適事例多い



令和2年9月～

協議・打合せ

家畜衛生・鳥獣対策部局で検査体制構築のため協議

病性鑑定室での検査材料受入体制、予算措置の検討

令和3年4月 検査資器材の購入

家畜衛生部局内で、検査体制の周知・課題の洗い出し令和3年5月

島根県猟友会への説明・資材の配布

令和3年6月 検査体制のスタート

県猟友会と県(衛生･鳥獣)で検査対応について協議令和3年3月

受付窓口となる県機関への周知・説明、送付用資材の配布

各種予算措置



本土にある県内11地区の猟友会

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ 受付窓口：県内8か所（地図上①～⑧）
の県機関を指定

※家保4か所、鳥獣担当部局の出先機関

１地区あたり3頭/月

30頭（6～3月）×11地区＝330頭

1頭あたり6,000円を検体費として予算化

県猟友会と単価契約を締結
（消費・安全交付金を活用）

県内全域で、偏りのないサンプリング



○死亡イノシシ

発見者

市町村

県鳥獣担当部局

家保 現地

必要に応じて
鳥獣担当も同行

○捕獲イノシシ

捕獲者

血液採取

捕獲場所等記載 最寄りの県機関

原則、家保にて解剖

検査材料は病性鑑定室へ

検査材料の流れ

病性鑑定室捕獲



捕獲者

受付状況
検査結果の報告

検体搬入
検査状況 のとりまとめ

材料搬入の報告
証拠写真の提出（市町）

地区とりまとめ 県内のとりまとめ

検査結果
の報告

事務処理の流れ

市町村 県猟友会

病性鑑定室 家畜衛生主幹課

検体費の支払い
※年度末に一括支払い

＋県猟友会との照合

※サーベイの実施説明、採材資材の配布は地区猟友会を通じて実施



令和2年9月～

協議・打合せ

家畜衛生・鳥獣対策部局で検査体制構築のため協議

病性鑑定室での検査材料受入体制、予算措置の検討

令和3年4月 検査資器材の購入

家畜衛生部局内で、検査体制の周知・課題の洗い出し令和3年5月

島根県猟友会への説明・資材の配布

令和3年6月 検査体制のスタート

鳥獣対策部局との打合せ５回

猟友会との打合せ３回

県猟友会と県(衛生･鳥獣)で検査対応について協議令和3年3月

受付窓口となる県機関への周知・説明、送付用資材の配布

各種予算措置



採材セットの配布

10mlシリンジ １本

15ml遠沈管 １本

アルコール綿 ２枚

採材記録票 １枚

ジップロック １枚

家畜衛生主幹課

島根県猟友会

各地区猟友会

配布・説明

配布・説明

捕獲イノシシの採血記録票



①放血時に血液約10mlを15ml遠沈管で採取

捕獲者

※遠沈管に直接受ける又はシリンジで吸う

②遠沈管をアルコール綿で消毒してから
ジップロックに密封

③記録票に採血月日､採血場所､採血者氏名、
イノシシの目算体重等を記載し、同梱

ジップロック外周を
アルコール綿で消毒

④捕獲イノシシは埋却処分とし、検体は2日以内に最寄りの県受付窓口に持参



※採材場所について

→ 島根県鳥獣メッシュコード

※標準地域メッシュの第3次メッシュ

（1辺約1km）

県HPにコード取得マップあり

野生鳥獣を有害捕獲や狩猟等で捕獲した
場合は捕獲場所を県、市町村に報告



窓口機関（家保含む）

①外周の消毒（消毒用エタノール）

②採血記録票の確認

採血日、場所（メッシュコード含む）
採血者氏名、イノシシ体重・性別
処分方法

※記載漏れがあった場合は、
予備の記録票に受付者が聞き取り、添付



封を開けない・材料処理をしない

窓口機関～病性鑑定室

受付・保管・送付のみ

＜窓口機関＞
検体は、冷蔵保管し、1週間分をまとめて送付

※冷蔵保管設備がなければその都度発送

＜病性鑑定室＞
検体は、ジップロックのまま4℃保管
週1回、血清分離処理を行う
2週間に1回、CSF・ASFの検査を実施

負担軽減
＋

交差汚染の防止



・採材のための資材の検討

まとめ

・遠沈管の再選定
・自動核酸抽出装置の導入

・遠沈管の種類により血液が漏出し、遠心機が汚染

・病性鑑定室の検査業務が煩雑

○課題

円滑な検査体制

のスタート

家保職員の作業の簡略化

交差汚染リスクの低減

・止め刺し後、血液が固まって採取しにくい事例

Ex)スポイトによる血液採取、シリンジへのゴムチューブ装着･･･



○県（組織内）での連携

野鳥の鳥インフルエンザ検査を通じて

家畜衛生と鳥獣対策の担当者の顔が見える関係

⇒スムーズな県庁内協議体制

検査体制構築時のポイント

○県猟友会との連携

鳥獣対策部局と県猟友会は日頃から業務連携

⇒県業務に対する協力的な姿勢、スムーズな協議体制

○県猟友会の危機意識

県猟友会（特に会長）において

イノシシでの豚熱拡大に対する強い危機意識

⇒対策の必要性の認識、サーベイランスへの理解




